
神 戸 市 建 築 物 等 に お け る 環 境 配 慮 の 推 進 に 関 す る 条 例 第 22条 の 規 定 に よ る  

建 築 物 等 の 緑 化 に 関 す る 基 準 （ 緑 化 基 準 ）  

平 成 24年 ６ 月 28日   

神 戸 市 告 示 第 271号 （ 平 成 24年 ７ 月 １ 日 施 行 ）  

改 正  平 成 29年 ４ 月 17日   

告 示 37号 （ 平 成 30年 ６ 月 １ 日 施 行 ）  

第 １  用 語 の 定 義  

 １  高 木  植 栽 時 に お け る 高 さ が 2.5メ ー ト ル 以 上 の 樹 木 を い う 。  

 ２  中 木  植 栽 時 に お け る 高 さ が １ メ ー ト ル 以 上 ， 2.5メ ー ト ル 未 満 の 樹 木

を い う 。  

 ３  低 木  植 栽 時 に お け る 高 さ が 0.3メ ー ト ル 以 上 １ メ ー ト ル 未 満 の 樹 木 を

い う 。  

 ４  壁 面 緑 化  建 築 物 の 水 平 延 長 ３ ｍ 以 上 の 壁 面 部 分 を 長 さ １ ｍ あ た り ３

本 以 上 の ツ ル 性 植 物 で 緑 化 す る も の を い う 。  

 ５  生 垣  植 栽 時 の 地 盤 面 か ら の 樹 木 の 高 さ が １ ｍ 以 上 で ， 概 ね 均 一 な 樹

木 を 長 さ １ ｍ あ た り ３ 本 以 上 列 植 し 支 柱 等 を 設 け て い る も の を い う 。  

 ６  フ ェ ン ス 緑 化  長 さ ３ ｍ 以 上 の フ ェ ン ス 等 を 長 さ １ ｍ あ た り ３ 本 以 上

の ツ ル 性 植 物 で 緑 化 す る も の を い う 。  

 ７  鉢 ・ プ ラ ン タ ー 等  植 物 を 栽 培 す る 40リ ッ ト ル 以 上 の 容 器 で ， 適 切 に

維 持 管 理 さ れ ， か つ 周 辺 の 景 観 に 配 慮 し た も の を い う 。  

 ９  空 地 面 積  敷 地 面 積 か ら 当 該 敷 地 面 積 に 基 準 建 ぺ い 率 （ 建 築 基 準 法 第

53条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 建 ぺ い 率 を い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 面 積 を 控

除 し た 面 積 を い う 。  

 10 住 宅  一 戸 建 て 住 宅 ， 共 同 住 宅 ， 長 屋 ， 寄 宿 舎 又 は 下 宿 を い う 。  

第 ２  建 築 物 の 緑 化 基 準  

   建 築 物 の 緑 化 基 準 は ， 次 の 表 の と お り と す る 。  

建築物の区分 緑地の面積 
緑地の面積として 

算入する部分 

１   新築に係る建築物

でその建築面積が

 建築面積の５パー

セント以上とするこ

 次 の (1)か ら (7)に 掲 げ る

面 積 の 合 計 と す る 。  



1,000平方メートル以

上であるもの 

 

と。 (1)  地 被 植 物 等 で 被 わ れ

て い る 面 積  

(2)  高 木 １ 本 を 樹 高 ７ メ

ー ト ル 以 上 の 場 合 30.1

平 方 メ ー ト ル と し て ，

樹 高 5.5 メ ー ト ル 以 上

７ メ ー ト ル 未 満 の 場 合

21.2平 方 メ ー ト ル と し

て ， 樹 高 ４ メ ー ト ル 以

上 5.5 メ ー ト ル 未 満 の

場 合 13.8平 方 メ ー ト ル

と し て ， 樹 高 2.5 メ ー

ト ル 以 上 ４ メ ー ト ル 未

満 の 場 合 8.0 平 方 メ ー

ト ル と し て 換 算 す る み

な し 樹 冠 面 積  

(3) 中 木 １ 本 を 3.8平 方 メ

ー ト ル と し て 換 算 す る

み な し 樹 冠 面 積  

(4)  低 木 で 被 わ れ て い る

面 積  

(5) 壁 面 緑 化 の 面 積  

(6) 生 垣 の 面 積  

(7)  鉢 ・ プ ラ ン タ ー 等 の

面 積  

２   改築又は増築に係

る建築物で改築又は

増築に係る部分の建

築面積が1,000平方メ

ートル以上であるも

の 

 

 改築又は増築に係

る部分の建築面積の

５パーセント以上と

すること。 

３   既設の建築物でそ

の建築面積が1,000平

方メートル以上であ

るもの 

 建築面積の５パー

セント以上となるよ

う努めること。 

  備 考   

   １  壁 面 緑 化 の 面 積 は ， 植 栽 に か か る 壁 面 の 長 さ に 高 さ を 乗 じ た 面 積

と す る 。 た だ し ， 補 助 資 材 を 設 け る 場 合 に お い て ， 樹 木 の 高 さ が 4.0

メ ー ト ル 以 下 で あ る と き に つ い て は ， 面 積 の 算 定 に か か る 高 さ は ，

4.0メ ー ト ル ま た は 補 助 資 材 の 高 さ の う ち 低 い 方 を そ の 高 さ と み な す 。  

   ２  道 路 等 公 共 空 間 に 面 す る 壁 面 へ の 壁 面 緑 化 の 面 積 は ， １ に お い て

算 定 し た 壁 面 緑 化 の 面 積 に ， そ の １ ／ ２ に 相 当 す る 面 積 を 加 え て 算

入 す る こ と が で き る も の と す る 。  

   ３  生 垣 の 面 積 は ， 奥 行 き 0.5メ ー ト ル に 長 さ を 乗 じ た 面 積 に 地 盤 面 か

ら の 高 さ を 1.2メ ー ト ル と し て 長 さ を 乗 じ た 面 積 を 加 算 し た も の と す

る 。 た だ し ， 植 栽 時 の 高 さ が １ メ ー ト ル 以 上 の も の に 限 る 。  

   ４  鉢 ・ プ ラ ン タ ー 等 の 面 積 は ， 容 量 100リ ッ ト ル 以 上 の 場 合 は 鉢 ・ プ

ラ ン タ ー 等 の 面 積 と し ， 40リ ッ ト ル 以 上 100リ ッ ト ル 未 満 の 場 合 は ，

１ 基 あ た り 1.0平 方 メ ー ト ル （ 上 限 10基 ） と し て 換 算 し た 面 積 と す る 。



た だ し ， 40リ ッ ト ル 以 上 100リ ッ ト ル 未 満 の 鉢 ・ プ ラ ン タ ー 等 に つ い

て は ， 道 路 等 公 共 空 間 に 面 す る も の に 限 る 。  

   ５  緑 地 の 面 積 と し て 算 入 す る 部 分 に つ い て は ， （ 1） か ら （ 7） ま で

に 掲 げ る 面 積 の 合 計 と す る が ， （ 2） 高 木 と （ 3） 中 木 の み な し 樹 冠

面 積 は 重 複 し な い も の と す る 。  

   ６  植 栽 に あ た っ て は ， 植 物 の 健 全 な 生 育 の た め に ， 適 切 な 植 栽 基 盤

を 設 け る も の と す る 。  

第 ３  建 築 物 の 敷 地 の 緑 化 基 準  

   建 築 物 の 敷 地 の 緑 化 基 準 は ， 次 の 表 の と お り と す る 。  

敷 地 の 区 分  緑 地 の 面 積  
緑 地 の 面 積 と し て  

算 入 す る 部 分  

１   住 宅 の 敷

地 で 敷 地 面

積 1,000 平

方 メ ー ト ル

以 上 で あ る

も の  

 新築，改築

又は増築に係

る建築物の敷

地の場合 

 

 空地面積の30

パーセント以上

とすること。 

 次 の (1)か ら (7)に 掲

げ る 面 積 の 合 計 と す

る 。  

(1)  地 被 植 物 等 で 被

わ れ て い る 面 積  

(2)  高 木 １ 本 を 樹 高

７ メ ー ト ル 以 上 の

場 合 30.1 平 方 メ ー

ト ル と し て ， 樹 高

5.5メ ー ト ル 以 上 ７

メ ー ト ル 未 満 の 場

合 21.2 平 方 メ ー ト

ル と し て ， 樹 高 ４

メ ー ト ル 以 上 5.5メ

ー ト ル 未 満 の 場 合

13.8 平 方 メ ー ト ル

と し て ， 樹 高 2.5メ

ー ト ル 以 上 ４ メ ー

ト ル 未 満 の 場 合 8.0

平 方 メ ー ト ル と し

て 換 算 す る み な し

樹 冠 面 積  

(3) 中 木 １ 本 を 3.8平

方 メ ー ト ル と し て

換 算 す る み な し 樹

冠 面 積  

(4)  低 木 で 被 わ れ て

２   既設の建築

物の敷地の場

合 

 

 空地面積の10

パーセント以上

とすること。 

３   建築物（住

宅，特定工場

等及び工場立

地法第６条第

１項に規定す

る特定工場を

除く。）の敷

地で敷地面積

が 1,000 平 方

メートル以上

であるもの 

 新築，改築

又は増築に係

る建築物の敷

地の場合 

 

 空地面積の50

パーセント以上

とすること。 

４   既設の建築

物の敷地の場

合 

 空地面積の20

パーセント以上

とすること。 



い る 面 積  

(5) 生 垣 の 面 積  

(6)  フ ェ ン ス 緑 化 の

面 積  

(7) 鉢 ・ プ ラ ン タ ー 等

の 面 積  

  備 考  

   １  駐 車 区 画 の 面 積 の 50パ ー セ ン ト 以 上 を 芝 生 等 の 地 被 植 物 で 被 う 工

法 に よ り 緑 化 す る こ と が で き る 場 合 ， 整 備 す る 駐 車 区 画 に つ い て は ，

地 被 植 物 で 被 わ れ て い な い 部 分 を 含 め て 駐 車 区 画 全 体 の 面 積 を 緑 地

の 面 積 と み な す 。  

   ２  フ ェ ン ス 緑 化 の 面 積 は ， 植 栽 に か か る フ ェ ン ス 等 の 長 さ に 高 さ を 1.

2メ ー ト ル と し て 乗 じ た 面 積 （ 敷 地 に お け る 緑 地 の 面 積 の １ ／ ２ を 上

限 と す る 。 た だ し ， 第 ７ 第 １ 項 を 適 用 す る 場 合 に つ い て は こ の 限 り

で は な い 。 ） と す る 。 た だ し ， フ ェ ン ス の 高 さ が 1.2メ ー ト ル 以 下 で

あ る と き に つ い て は ， 面 積 の 算 定 に か か る 高 さ は ， 1.2メ ー ト ル ま た

は フ ェ ン ス の 高 さ の う ち 低 い 方 を そ の 高 さ と み な す 。  

   ３  緑 地 の 面 積 と し て 算 入 す る 部 分 に つ い て は ， （ 1） か ら （ 7） ま で

に 掲 げ る 面 積 の 合 計 と す る が ， （ 2） 高 木 と （ 3） 中 木 の み な し 樹 冠

面 積 は 重 複 し な い も の と す る 。  

   ４  住 宅 の 用 途 及 び 建 築 物 （ 住 宅 ， 特 定 工 場 等 及 び 工 場 立 地 法 第 ６ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 工 場 を 除 く 。 ） の 用 途 に 供 す る 建 築 物 に つ い

て は ， そ れ ぞ れ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の う ち 過 半 の 床 面 積 を

占 め る 部 分 の 用 途 を 当 該 建 築 物 の 用 途 と み な し ， 敷 地 の 区 分 を 適 用

す る 。  

   ５  建 築 物 を 改 築 又 は 増 築 す る 場 合 の 空 地 面 積 に つ い て は ， 緑 地 基 準

第 １ 第 ９ 項 の 規 定 中 「 敷 地 面 積 」 を 「 改 築 又 は 増 築 に 係 る 建 築 面 積

を ， 基 準 建 ぺ い 率 で 除 し た 面 積 」 （ 以 下 ， 「 改 築 又 は 増 築 に 見 合 う

敷 地 面 積 」 と い う 。 ） と 読 み 替 え て 算 定 し た 面 積 と す る 。 た だ し ，

建 築 物 の 敷 地 の 緑 化 基 準 が 適 用 さ れ る 以 前 に 建 築 さ れ た 建 築 物 を 改

築 又 は 増 築 す る 場 合 に 限 る 。  



   ６  第 ２ の 備 考 ３ ， ４ ， ６ に つ い て は ， 建 築 物 の 敷 地 の 緑 化 に つ い て

も 適 用 す る 。  

第 ４  計 画 開 発 区 域 に お け る 建 築 物 の 敷 地 緑 化 の 取 扱 い  

   次 の 各 号 に 掲 げ る ， 計 画 的 に 開 発 さ れ た 開 発 区 域 の う ち ， 緑 地 と し て

整 備 す る 計 画 が あ る 部 分 の 面 積 が 当 該 区 域 の 合 計 面 積 に 対 す る 割 合 と し

て 10パ ー セ ン ト 以 上 で あ り ， 計 画 的 に ， か つ ， 将 来 に わ た っ て 確 保 さ れ

る も の と 認 め ら れ る 区 域 （ 以 下 「 計 画 開 発 区 域 」 と い う 。 ） に お い て は ，

当 該 計 画 開 発 区 域 の 緑 地 の 面 積 の 合 計 に ， 当 該 計 画 開 発 区 域 の 建 築 物 に

係 る 敷 地 面 積 の 合 計 に 対 す る 条 例 第 23条 第 ２ 項 の 届 出 に 係 る 建 築 物 の 敷

地 面 積 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 面 積 を ， 緑 化 基 準 第 ３ の 緑 地 の 面 積 に 算 入 す

る こ と が で き る も の と す る 。  

(1) 近 畿 圏 の 近 郊 整 備 区 域 及 び 都 市 開 発 区 域 の 整 備 及 び 開 発 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 39年 法 律 第 145号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 工 業 団 地 造 成 事

業 の 施 行 区 域  

(2) 流 通 業 務 市 街 地 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 41年 法 律 第 110号 ） 第 ２

条 第 ４ 項 に 規 定 す る 事 業 地  

(3) 新 住 宅 市 街 地 開 発 法 （ 昭 和 38年 法 律 第 134号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 事 業 地  

(4) 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29年 法 律 第 119号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る

施 行 地 区  

(5) 公 有 水 面 埋 立 法 （ 大 正 10年 法 律 第 57号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の 免 許 に 係 る

埋 立 に 関 す る 工 事 の 施 行 区 域  

(6) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， こ れ ら に 類 す る も の と し て 市 長 が 認 め

る 区 域  

第 ５  緑 化 が 著 し く 困 難 な 部 分 に お け る 建 築 物 の 敷 地 緑 化 の 取 り 扱 い  

   建 築 物 を 新 築 ， 改 築 又 は 増 築 す る 場 合 （ 次 項 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） ，

次 の い ず れ か に 該 当 す る 緑 化 が 著 し く 困 難 な 部 分 の 面 積 は ， 緑 化 基 準 第

３ の 空 地 面 積 か ら 除 外 す る こ と が で き る も の と す る 。 た だ し ， 第 ２ 号 に

該 当 す る 場 合 ， 運 動 場 に つ い て は ， 当 該 運 動 場 の 面 積 の ５ パ ー セ ン ト 以



上 の 面 積 を 緑 化 す る も の と す る 。  

  (1) コ ン テ ナ 等 の 搬 入 ， 搬 出 若 し く は 一 時 保 管 又 は 大 型 車 両 の 通 行 等 を

行 う た め ， 敷 地 の 緑 化 が 著 し く 困 難 な 場 合 に お け る コ ン テ ナ 等 を 取 り

扱 う 部 分 又 は 大 型 重 量 車 両 （ 自 重 又 は 総 積 載 荷 重 が 20ト ン 以 上 の 車 両

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 駐 車 若 し く は 通 行 を 行 う 部 分 の 面 積  

  (2) 学 校 ， 社 会 福 祉 施 設 及 び 社 会 教 育 施 設 （ 施 設 の 形 状 が 学 校 に 類 す る

も の に 限 る 。 以 下 「 学 校 等 」 と い う 。 ） の 運 動 場 の 面 積  

  (3) 構 造 上 緑 化 す る こ と が 著 し く 困 難 な 部 分 の う ち ， 市 長 が や む を 得 な

い と 認 め る 部 分 の 面 積  

  (4) そ の 他 ， 市 長 が 特 に や む を 得 な い と 認 め る 部 分 の 面 積  

 ２  建 築 物 の 敷 地 の 緑 化 基 準 が 適 用 さ れ る 以 前 に 建 築 さ れ た 建 築 物 を 改 築

又 は 増 築 す る 場 合 ， 次 の い ず れ か に 該 当 す る 緑 化 が 著 し く 困 難 な 部 分 の

面 積 は ， 緑 化 基 準 第 ３ 備 考 ５ で 規 定 す る 空 地 面 積 か ら 除 外 す る こ と が で

き る も の と す る 。 た だ し ， 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 ， 第 ２ 号 で 規 定 す る 面

積 の ５ パ ー セ ン ト 以 上 の 面 積 を 緑 化 す る も の と す る 。  

  (1) コ ン テ ナ 等 の 搬 入 ， 搬 出 若 し く は 一 時 保 管 又 は 大 型 車 両 の 通 行 等 を

行 う た め ， 敷 地 の 緑 化 が 著 し く 困 難 な 場 合 に お け る コ ン テ ナ 等 を 取 り

扱 う 部 分 又 は 大 型 重 量 車 両 が 駐 車 若 し く は 通 行 を 行 う 部 分 の 面 積 の う

ち 第 ３ 項 に よ り 算 定 す る 面 積  

  (2) 学 校 等 の 運 動 場 の 面 積 の う ち 第 ３ 項 に よ り 算 定 す る 面 積  

  (3) 構 造 上 緑 化 す る こ と が 著 し く 困 難 な 部 分 の う ち ， 市 長 が や む を 得 な

い と 認 め る 部 分 の 面 積 の う ち 第 ３ 項 に よ り 算 定 す る 面 積  

  (4) そ の 他 ， 市 長 が 特 に や む を 得 な い と 認 め る 部 分 の 面 積  

 ３  前 項 第 １ 号 ， 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に よ り 算 定 す る 面 積 と は ， 下 記 式 に よ

り 算 定 す る 面 積 と す る 。  

   算 定 す る 面 積  

                 改 築 又 は 増 築 に 見 合 う 敷 地 面 積  

                     敷 地 面 積  

第 ６  太 陽 電 池 等 の 設 置 部 分 の 面 積 の 取 扱 い  

×＝  
緑 化 が 著 し く 困 難 な  

部 分 の 面 積  



   建 築 物 又 は そ の 敷 地 に 太 陽 電 池 又 は 露 天 の プ ー ル 等 を 設 置 し た 場 合 ，

そ の 設 置 面 積 の 50パ ー セ ン ト の 面 積 を 緑 化 基 準 第 ２ 及 び 第 ３ の 緑 地 の 面

積 に 算 入 す る こ と が で き る も の と す る 。  

第 ７  建 築 物 及 び 建 築 物 の 敷 地 の 緑 地 の 面 積 の 相 互 の 振 り 替 え  

   建 築 物 の 屋 上 ， 壁 面 ， ベ ラ ン ダ 等 の 緑 地 の 面 積 に つ い て ， 緑 化 基 準 第

２ を 満 た す こ と が 困 難 な 理 由 が あ る 場 合 は ， 当 該 建 築 物 の 屋 上 ， 壁 面 ，

ベ ラ ン ダ 等 に お い て 必 要 と さ れ る 緑 地 の 面 積 の う ち ， 緑 化 が 困 難 な 面 積

相 当 分 は ， 建 築 物 の 敷 地 の 同 一 面 積 の 緑 地 の 面 積 を も っ て 代 え る こ と が

で き る 。 こ の 場 合 に お い て 当 該 建 築 物 の 敷 地 の 緑 化 を も っ て 代 え る 面 積

は ， 建 築 物 の 敷 地 に お い て 必 要 と さ れ る 緑 地 の 面 積 に は 含 ま れ な い も の

と す る 。  

 ２  建 築 物 の 敷 地 に お け る 緑 地 の 面 積 に つ い て ， 緑 化 基 準 第 ３ を 満 た す こ

と が 困 難 な 理 由 が あ る 場 合 は ， 当 該 建 築 物 の 敷 地 に お い て 必 要 と さ れ る

緑 地 の 面 積 の う ち ， 緑 化 が 困 難 な 面 積 相 当 分 は ， 建 築 物 の 屋 上 ， 壁 面 ，

ベ ラ ン ダ 等 の 同 一 面 積 の 緑 地 の 面 積 を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 こ の

場 合 に お い て 当 該 建 築 物 の 屋 上 ， 壁 面 ， ベ ラ ン ダ 等 の 緑 化 を も っ て 代 え

る 面 積 は ， 建 築 物 の 屋 上 ， 壁 面 ， ベ ラ ン ダ 等 に お い て 必 要 と さ れ る 緑 地

の 面 積 に は 含 ま れ な い も の と す る 。  


